
　地区計画及び地区整備計画の区域界

　地区の細区分の境界線

　地区施設（公共緑地）

　地区施設（街角広場）

Ｎ

0m 50m 100m

　業務・研究街区Ｂ

　文化・交流街区

　住宅街区Ａ

　住宅街区Ｂ

　建築物等の用途の制限（20m）及び壁面の位置の制限

　（２m）の対象となる敷地境界線①

　凡　　　例

　業務・研究街区Ａ

　壁面の位置の制限（３m）の対象となる敷地境界線②

　壁面の位置の制限（20m）の対象となる敷地境界線③

　壁面の位置の制限（３m又は５m）の対象となる道路境界線
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